
 

 

毎朝、５・６年生の生活委員が正門や昇降口に立ってあいさつ運動

をしています。低学年の子どもたちは、あこがれのお兄さん、お姉さ

んの顔を見ると、元気にあいさつを返す姿が見られるようになりまし

た。ぜひ家庭や地域でも子どもたちに積極的に声をかけていただきた

いと思います。地域全体で明るいあいさつができる里っ子を育ててい

きましょう。ご協力をよろしくお願いいたします。 
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明るいあいさつができる里っ子をめざします 

 

【おしらせ ６年生】 
 １７日（火）に卒業アルバムの個人写真を撮影します。①３組②１組③２組の予定です。 

【登下校時のナップザック等の利用について】 
 本校では、熱中症対策等を考慮し、年間を通してリュックサックやナップザックでの登校を認

めています。気候や体調に応じてご判断ください。ただし、雨天時やタブレットの持ち帰りにも対

応できるものにしてください。なお、手提げカバンは、安全面を考慮し、ご遠慮いただきますよう

お願いします。 

【児童虐待防止について】 

子どもの心や身体が傷つく行為は「虐待」になります。子育てがつらいと感じるときは、ご

相談ください。子どもたちが笑顔でいられる地域になるよう、周りの人の力を借りながら、が

んばりすぎない子育てをしましょう。別紙のリーフレットを参考にしてください。 

６月号 

【１～４年生 校外学習について】 
各学年の予定が決まりました。弁当等の準備でお手数をおかけします。よろしくお願いします。 

 【１年】１１/１８（水）鞍ヶ池公園   【２年】６/５（金）岡崎世界子ども美術博物館 

【３年】１１/２５（水）のんほいパーク 【４年】１１/２５（水）名古屋港水族館 

【「地域とともにある学校づくり研修会Ⅱ（応用編）」について】 
安城市北部公民館と安城市立東山中学校の共催で行います。 

日時 令和８年８月６日（木）午後１時から午後４時まで 

  場所 安城市北部公民館 

  演題 地域住民である私だからできる、学校・保護者・地域でできる新たな協働のカタチ 

 詳細は後日 tetoru等でお知らせらせします。ぜひご予定ください。 

【ＭＹタブレット用のイヤホンについて】 

 授業等でＭＹタブレットを使用する際、イヤホンを使用することがあります。必要なときに担

任から連絡をしますので、ご承知おきください。購入する場合は、以下の条件を満たすものをご用

意ください。必ず記名をお願いします。 

① ＭＹタブレットに接続できる有線タイプ ② 安価なもの 

回覧用

ぴう用 



児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法）

がんばりすぎない子育てを

オレンジリボンには子ども虐待を
防止するというメッセージが
込められています。

愛知県では毎年１１月の児童虐待防止推進月間に、
児童虐待問題への社会的な関心を高めるとともに、

オレンジリボンの普及を図る「オレンジリボンキャンペーン」を
実施しています。１１月には、オレンジリボンを身につけて

いだだくなどのご協力をお願いします。

子どもの心や身体が傷つく行為は「虐待」になります。

　２０００（平成１２）年に施行された児童虐待防止法は、その後、複数回にわたって改正が行われており、虐待防止対策が強化されています。
　虐待を早期に発見しやすい立場にある関係機関や学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士などに、早期発見の努力義務が
課せられています。
　そして、虐待を受けたと思われる児童を発見した者には、通告の義務が課せられています。

虐待発見の通告は国民に課せられた義務です。
間違っていても罰せられることはありません。

みんなで気づきあって

子どもたちが笑顔でいられる

地域になりますように。

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく
揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさ
せる など

家に閉じ込める、食事を与えない、
ひどく不潔にする、自動車の中に放置
する、重い病気になっても病院に連れ
て行かない など

子どもへの性的行為、性的行為を
見せる、ポルノグラフィの被写体に
する など

言葉による脅し、無視、きょうだい
間での差別的扱い、子どもの目の前
で家族に対して暴力をふるう（DV） 
など

身体的虐待1

ネグレクト3

性的虐待2

心理的虐待4

それは、大切な子どもを傷つけてしまうということです。

「児童虐待」って何だろう？？

見逃さないで！虐待のサイン

虐待につながりやすい要因

！おかしいなと思ったら、
ためらわずご相談ください。

　子どもを虐待から守る施策について、総合的かつ計画的に推進しています。

愛知県子どもを虐待から守る条例（平成26年4月施行）

●望まない妊娠や出産
●マタニティブルー、産後うつ
●育児に対する不安やストレス
●孤立した子育て

●家庭内の不和、配偶者間の暴力
　（DV）
●経済的に不安定な状態にある家庭
●保護者自身が虐待を受けて育った場合

●未熟児、障害児など子ども自身　
　に育てにくさのある場合
●医療につながっていない精神　
　障害や依存症　など

●身近な人の力を借りよう
●子育て仲間を見つけよう
●時には自分のための時間をつくろう
●家事は二の次でいいこともある
●地域の子育て支援サービスを利用しよう

〈データで見る児童虐待の今〉DATA

虐 待 か ら
子 ど も を
守るために

もし、子育てがつらいと感じたら

お住まいの地域の
児童相談所に
つながります。
※一部のIP電話からはつながりません。
※通話料がかかります。

子育てがつらくて
つい子どもにあたってしまう…

それでも
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…名古屋市 …名古屋市を除く愛知県

●いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする
●不自然な傷や打撲のあとがある
●衣類やからだがいつも汚れている
●落ち着きがなく乱暴である
●表情が乏しい、活気がない
●夜遅くまで一人で遊んでいる

子どもについて
●地域などと交流が少なく孤立している
●小さい子どもを家においたまま外出している
●子どもの養育に関して拒否的、無関心である
●子どものけがについて不自然な説明をする

保護者について

オレンジリボンに
ついて



日 曜 校内行事 特別日課
５時間
14:55

６時間
15:40

1 月
４０分授業
卒業アルバム写真撮影（６年）

2 火
読み聞かせ１～４年、みどり
PTA運動会相談会１

3 水
フッ化物洗口
内科検診２、４年

4 木
眼科検診（１、３、５年、みどり）
救急法講習会

5 金
QU（５、６年）　⑥委員会
校外学習（２年）

6 土

7 日

8 月 全校集会（プール開き）

9 火
水泳指導開始
朝の読み聞かせ３、４年

10 水
フッ化物洗口
内科検診１、３年

11 木 なかよし広場

12 金
代表委員会
⑥クラブ

13 土

14 日

15 月

16 火 朝の読み聞かせ１、２年

17 水
フッ化物洗口
尿検査（二次）

18 木 一斉研修会　３時間授業

19 金
児童集会
第１回PTA運営・全体委員会
青少年健全育成会

20 土

21 日

22 月 卒業アルバム写真撮影（６年）

23 火
朝の読み聞かせ（３～６年、みどり）
④食に関する指導（３年）

24 水 フッ化物洗口

25 木
⑤第1回学校保健委員会（3年）
PTA運動会相談会２

26 金

27 土

28 日

29 月

30 火

　　　　　６月行事予定・下校時刻予定　　　　　　　　　　里町小学校　　　　　

１４日（火）　５時間授業

１５日（水）　⑤通学班集会

１６日（木）　給食終了

１７日（金）　終業式

３日（金）　児童集会

７日（火）～１０日（金）　個別懇談会（短縮４時間授業）

７日（月）～１０日（木）　給食あり

１３日（月）　個別懇談会予備日

　　７月の主な予定


